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○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
四
十
八
号 

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
七
十
三
号
（
輸
出
貿
易
管
理
令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大

臣
が
告
示
で
定
め
る
貨
物
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
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齋
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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後 
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前 
 

 

輸
出
貿
易
管
理
令
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
、
第

三
号
及
び
第
四
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め

る

貨

物

は

、

同

令

別

表

第

二

の

三

五

の

三

の

項

（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
次
の

 

輸
出
貿
易
管
理
令
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
、
第

三
号
及
び
第
四
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め

る

貨

物

は

、

同

令

別

表

第

二

の

三

五

の

三

の

項

（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
次
の



   

2 

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
二
十
九 

（
略
） 

三
十 
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ

Ａ
）
若
し
く
は
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
ア
ル
カ
ン
酸
（
構

造
が
分
枝
で
あ
っ
て
、
炭
素
数
が
八
の
も
の
に
限

る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
塩 

三
十
一 

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
関
連
物
質
で

あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

一

・

一

・

一

・

二

・

二

・

三

・

三

・

四

・

四
・
五
・
五
・
六
・
六
・
七
・
七
・
八
・
八―

ヘ
プ
タ
デ
カ
フ
ル
オ
ロ―

八―

ヨ
ー
ド
オ
ク
タ

ン
（
別
名
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
チ
ル
＝
ヨ
ー
ジ

ド
） 

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
二
十
九 

（
略
） 

三
十 

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ

Ａ
）
又
は
そ
の
塩 

  

（
新
設
） 
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ロ 

三

・

三

・

四

・

四

・

五

・

五

・

六

・

六

・

七
・
七
・
八
・
八
・
九
・
九
・
十
・
十
・
十―

ヘ
プ
タ
デ
カ
フ
ル
オ
ロ
デ
カ
ン―

一―

オ
ー
ル

（
別
名
八
：
二
フ
ル
オ
ロ
テ
ロ
マ
ー
ア
ル
コ
ー

ル
） 

三
十
二
・
三
十
三 

（
略
） 

     

三
十
一
・
三
十
二 

（
略
） 

 
 

 
 

 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
一
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
九
月
十
日
か
ら
施

行
す
る
。 


